
   

まつやまそとかんじょうどう ろ

 国土交通省四国地方整備局松山河川国道事務所・愛媛県・松山市が協同で整備を進めて 
いる松山外環状道路インター線のうち、井門 IC～古川 IC 間の自動車専用道路(延長 1.2km) 
については、以下のとおり一般車両の通行を開始します。 

１．開通日時 平成２６年３月１６日（日） １６：００ 

２．開通区間 自：愛媛県松
まつ

山
やま

市北
きた

井
い

門
ど

２丁目（井門ＩＣ）  

         至：愛媛県松
まつ

山
やま

市井
い

門
ど

町
まち

（古川ＩＣ） 

３．開通延長 延長１．２ｋｍ 

 また、開通にあたり、以下のとおり開通式典を開催します。 

１．日 時  平成２６年３月１６日（日） １０：００～１２：００ 

２．場 所 

（１）開 通 式 典：松
まつ

山
やま

南
みなみ

警
けい

察
さつ

署
しょ

４階（松
まつ

山
やま

市北
きた

土
ど

居
い

３丁目６番１７号） 

  （２）セレモニー：松
まつ

山
やま

市北
きた

井
い

門
ど

２丁目（松山外環状道路インター線 井門 IC 付近） 
 
※開通式典、セレモニーとも、報道関係者の方の取材、撮影は自由に行っていただけます。 

※一般の方は、セレモニーの見学は自由に行っていただけますが、開通式典にはご参加いただけません。 

 ※事業の概要は、別紙１を参照。式典の詳細は、別紙２～３を参照。 

     
本施策は、四国圏広域地方計画「No.5 圏域の連携による発展に向けた地域力向上プロジェクト」及び 

「No.6 防災力向上プロジェクト」の取り組みに該当します。 
 

 
問い合わせ先（○は主な問い合わせ先） 
 国土交通省 四国地方整備局 松山河川国道事務所 電話 089-972-0034（代表） 
  ○総務課長    ：松本

まつもと

 康弘
やすひろ

 （内線）211【開通式典に関すること】 

○工務第二課長  ：神前
かんざき

 巌
いわお

 （内線）411【事業に関すること】 
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国道33号松山外環状道路インター線
（井門IC～古川IC）開通式

開通式典・セレモニーを開催します。

開通式当日は、以下のとおり

１．日 時 平成２６年３月１６日（日） １０：００～１２：００

２．開通区間 松山外環状道路インター線（井門IC～古川IC） L＝１．２km

３．場 所 開 通 式 典：松山南警察署内（４階）
＜所在地＞松山市北土居３丁目６番１７号

セレモニー会場：松山外環状道路インター線 井門ＩＣ付近
＜所在地＞松山市北井門２丁目

４．主 催 愛媛県、松山市、松山河川国道事務所

◆開通式典
９：３０ 受付開始

１０：００ 開通式典開始
１０：４５頃 開通式典終了

＝＝＝ 《セレモニー会場へ移動》 ＝＝＝

◆セレモニー会場
１１：２０ セレモニー開始

松山市消防団音楽隊によるブラスバンド演奏
テープカット
園児の参加による《くす玉開披及び紙風船とばし》

１１：４５ パトカー先導によるラッピングバスでのパレード
１２：００ セレモニー終了後ウォーキング

５．一般車両通行開始 １６：００
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